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日 程 月 日

発表項目

（行事名）

「２０２２年４月、１８歳から大人になります」

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

２０２２年４月から、成年年齢が１８歳になります。成人として契約を結

べるようになりますが、成人として扱われるため、未成年者契約の取消し

ができなくなります。消費者トラブルに遭わないために、消費者庁では

「消費者庁若者ナビ！」という LINE 公式アカウントを開設しています。

もし、トラブルに遭った時は、消費生活センターまでご相談ください。

旭川市消費生活センター

２２ー８２２８

添付資料
有 ・ 無 「消費者庁若者ナビ！」

（有・無のいずれかを囲むこと。）

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。

報道（取材）に当

たってのお願い 取材等のお申し込みは，上記担当へお問い合わせください。

備 考






